
呉工業高等専門学校受託研究実施規則  
 

制定 平成１６年４月１日 

一部改正 平成２１年３月３日 

一部改正 平成２２年３月２５日 

一部改正 平成２２年９月６日 

一部改正 平成２４年３月１日 

一部改正 平成２５年２月１９日 

一部改正 平成２５年４月５日 

一部改正 平成２５年１０月４日 

一部改正 平成２７年４月６日 

一部改正  平成３０年１０月１０日  
一部改正  平成３１年３月４日  
全部改正  令和５年４月１３日  

 
（趣旨） 

第１条 呉工業高等専門学校（以下「本校」という。）における受託研究の取扱いに

ついては，独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則（独立行政法人国

立高等専門学校機構規則第４７号）（以下「機構規則」という。）及び独立行政法

人国立高等専門学校機構間接経費取扱規則（独立行政法人国立高等専門学校規則第

１３２号）に定めるもののほか，この規則の定めるところによる。  
 
（定義）  
第２条  本校における「受託研究」とは，本校が外部の機関（以下「委託者」とい

う。）から委託を受けて職務として行う研究，試作及び調査等で，これに要する経

費（以下「研究経費」という。）を委託者が負担するものをいう。  
２  この規則において「直接経費」とは，研究経費のうち，謝金，旅費，研究支援者

等の人件費，設備費，消耗品費及び光熱水料等の直接的な経費をいう。  
３  この規則において「間接経費」とは，研究経費のうち，直接経費以外の管理的な

経費をいう。  
 
（受入れの条件）  
第３条  受託研究の受入れの条件は，次の各号に掲げるところによる。  

一 委託者は，受託研究を一方的に中止しないこと。  
二 本校のやむを得ない理由により受託研究を中止又は変更する場合においても，

本校はその責を負わないこと。  
三 委託者は，機構規則第５条第５項及び第６項の規定に基づき研究経費を納入す

ること。  
２  校長は，前項に規定するもののほか，必要と認められる条件を，別に付すること

ができるものとする。  



 

（申込み）  
第４条  委託者は，受託研究申込書（第１号様式）を校長に提出するものとする。  
２  前項の規定にかかわらず，受託研究が公募型の場合は，その事業の応募書類等の

写しをもって，受託研究申込書に代えることができるものとする。この場合におい

て，研究を担当する教職員（以下「研究担当者」という。）は，その事業に応募す

る前に，校長の承認を得なければならない。  
 
（受入れの決定等）  
第５条  受託研究の受入れは，教育研究上有意義であり，かつ，本校の教育研究に支

障を生じるおそれがないと認められる場合に限り，校長が決定するものとする。  
２  校長は，前項の決定にあたっては，あらかじめ研究担当者の所属する分野代表の

意見を徴するものとする。  
３  校長は，受託研究の受入れを決定したときは，受託研究受入決定通知書（第２号

様式）により，委託者に通知するとともに，受託研究受入決定通知書の写しを添え

て研究担当者及び契約担当役に通知するものとする。  
４  研究担当者は，前項の規定による通知を受けたときは，委託者と最終的に合意し

た受託研究計画書（第３号様式）を速やかに校長に提出するものとする。  
５  契約担当役は，第３項の規定による通知を受けたときは，委託者と所定の受託研

究契約書により速やかに契約を締結するものとする。  
 
（研究経費の負担）  
第６条  委託者は，研究経費として直接経費及び間接経費を負担するものとする。  
 
（受託料の取扱い）  
第７条  受託料を徴収した場合，当該額の２分の１相当額を研究担当者の研究費とし

て再配分する。  
２  既納の受託料は，機構規則第５条第８項に該当する場合を除き，原則として還付

しないものとする。  
 
（設備等の取扱い）  
第８条  研究経費により取得した設備等は，本校に帰属する。ただし，本校と委託者

の間に別段の合意がある場合は，この限りでない。  
 
（研究の中止又は変更）  
第９条  研究担当者は，当該研究を中止又は変更する必要が生じたときは，直ちに受

託研究中止・変更承認申請書（第４号様式）を校長に提出するものとする。  
２  前項の規定にかかわらず，受託研究が公募型の場合は，その研究の変更内容が記

載された申請書類等の写しをもって，受託研究中止・変更承認申請書に代えること

ができるものとする。  



３  校長は，前各項の規定による申請があった場合には，当該委託者と協議の上，当

該受託研究の中止又は変更を決定し，その旨を研究担当者及び契約担当役に通知す

るものとする。  
４  契約担当役は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに当該委託者と協議

し，変更契約を締結するものとする。  
 
（研究完了等に伴う研究経費の取扱い）  
第１０条  受託研究を完了又は前条の規定により，受託研究を中止若しくは変更した

場合において，研究経費に不用が生じたときは，委託者の請求に基づき返還するも

のとする。  
 
（完了報告）  
第１１条  研究担当者は，当該受託研究が完了したときは，受託研究完了報告書（第

５号様式）を速やかに校長に提出するものとする。  
２  校長は，前項の規定による報告を受けたときは，受託研究完了通知書（第６号様

式）により，契約担当役に通知するものとする。  
３  研究担当者は，受託研究の研究結果を報告書として取りまとめ，委託者及び校長

に提出するものとする。ただし，委託者において報告書の提出を必要としない場合

は，この限りでない。  
 
（研究成果の公表）  
第１２条  受託研究の成果は，原則として公表するものとする。ただし，その公表の

時期及び方法について，校長は委託者と協議の上，第５条第５項に規定する受託研

究契約書において適切に定めるものとする。  
 
（雑則）  
第１３条  この規則に定めるもののほか，受託研究の実施に関し必要な事項は，校長

が別に定める。  
 

附  則（平成１６年４月１日制定） 
この規則は，平成１６年４月１日から施行する。  
 

附  則（平成２１年３月３日一部改正） 
この規則は，平成２１年４月１日から施行する。  
 

附  則（平成２２年３月２５日一部改正） 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。  
 

附  則（平成２２年９月６日一部改正） 
この規則は，平成２２年９月６日から施行する。  



 
附  則（平成２４年３月１日一部改正） 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。  
 

附  則（平成２５年２月１９日一部改正） 
この規則は，平成２５年４月１日から施行する。  

 
附  則（平成２５年４月５日一部改正） 

この規則は，平成２５年４月５日から施行し，平成２５年４月１日から適用する。  
 

附  則（平成２５年１０月４日一部改正） 
この規則は，平成２５年１０月４日から施行する。  
 

附  則（平成２７年４月６日一部改正） 
この規則は，平成２７年４月６日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。  

 
附  則（平成３０年１０月１０日一部改正） 

１  この規則は，平成３０年１０月１０日から施行し，平成３０年４月１日から適用す

る。  
２  呉工業高等専門学校受託事業取扱規則（平成２９年１０月１０日制定）は，廃止す

る。  
３  この規則の施行の際現に受け入れている受託事業の取扱いについては，なお従前の

例による。  
 

附  則（平成３１年３月４日一部改正） 
この規則は，平成３１年４月１日から施行する。  

 
   附 則（令和５年４月１３日全部改正） 

 この規則は，令和５年４月１３日から施行する。 
 



第1号様式 

 

受 託 研 究 申 込 書 

 

  年  月  日 

 

  呉工業高等専門学校長 殿 

 

委 託 者             

住 所           

名 称           

代表者名           

 

 

  呉工業高等専門学校受託研究実施規則を遵守の上，下記のとおり受託研究を申し込み

ます。 

 

記 

 

1 研究題目   

2 研究目的及び内容   

3 希望する研究完了期限      年  月  日 

4 研究経費負担額 

(消費税額及び地方消費税額

を含む。) 

直接経費 円 

間接経費 円 

受 託 料 円 

合 計 円 

5 研究経費納入予定時期  

6 希望する研究担当者 

 (分野・職名・氏名) 
 

7 提供設備等  

8 その他  

 



第 2号様式 

 

受 託 研 究 受 入 決 定 通 知 書  

 

  年  月  日 

 

委託者  殿 

 

呉工業高等専門学校長 

    氏 名         

 

  年  月  日付けで申込みのあった受託研究について，下記により受入れ

を決定しましたので通知します。 

 

記  

 
 

1 研究題目  

2 研究目的及び内容  

3 研究期間     年  月  日から    年  月  日 

4 研究担当者 

（分野・職名・氏名） 

 

5 委託者 

（所属・職名・氏名） 

 

6 研究経費負担額 

（消費税額及び地方消費税額

を含む。） 

直 接 経 費       円 

間 接 経 費  円 

受 託 料 円 

合 計         円 

7 提供設備等  

8 その他  



第 3号様式 

 

  年  月  日 

 

呉工業高等専門学校長 殿 

 

所 属 分 野 名    

研究担当者氏名           

 

 

受 託 研 究 計 画 書 

 

 1 研究題目  

2 研究の概要  

3 委託者 

 （所属・職名・氏名） 
  

4 研究実施場所  

5 その他  

6 受託研究に要する直接経費 

物品費 人件費・謝金 旅費 その他 合計 

円 円 円 円 円 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

 
直 接 経 費 の 内 訳 

費 目 摘 要 ( 内 容 ) 数量 単 価 金 額 備 考 

物

品

費 

備 品 費    円   

消耗品費    円   

小 計 円  

人  件  費

・謝   金 
   円  

旅 費    円  

そ の 他    円  

合 計 円    

 
 



第4号様式 

受託研究中止・変更承認申請書 

 

  年  月  日 

 

  呉工業高等専門学校長  殿 

 

所 属 分 野 名          

研究担当者氏名          

 

記 

 

 1 研究題目 

 

 2 委託者氏名 

 

3 研究経費 

 

 4 研究期間           年 月 日から   年 月 日まで 

 

 5 その他 

 

 

  上記受託研究について，以下のとおり中止（変更）したいので申請します。 

 

（中止又は変更内容及び具体的理由） 

 

 

 

 

 

 

 



第 5 号様式  

 

受 託 研 究 完 了 報 告 書  

 

  年   月   日  

  呉工業高等専門学校長  殿  

 

所 属 分 野 名 

研究担当者氏名          

  

     年  月  日付け契約締結の受託研究が完了しましたので，下記のとおり報

告します。 

 

記  

 

 1 研究題目  

 2 委託者氏名  

 3 研究経費  

 4 研究期間      年  月  日から    年  月  日まで  

 5 研究報告書     別添のとおり  

 6 その他  

 

 
 

http://pweb1.i-ctl.kure-nct.ac.jp/gakunai/reiki_int/reiki_honbun/word/600680021.doc


第6号様式 

受 託 研 究 完 了 通 知 書 

 

  年  月  日 

 

  契約担当役    殿 

 

呉工業高等専門学校長 

氏名           

 

 

      年  月  日付け契約締結の受託研究が完了しましたので，下記のとおり

通知します。 

 

記 

 

 1 研究題目 

 

 2 研究担当者 

 

 3 研究経費 

 

 4 研究期間       年 月 日から   年 月 日まで 

 

5 完了報告書      別添のとおり 

 

 6 その他 
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